
 

一

 
 

 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
供
託
） 

第
九
十
二
条 

第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
公
職
の

候
補
者
一
人
に
つ
き
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
額
面
の
国
債
証
書
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の

記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一
～
八 

（
略
） 

 

九 

町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

 

十 

町
村
長
の
選
挙 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
万
円 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
公
職
の
候
補
者
に
係
る
供
託
物
の
没
収
） 

第
九
十
三
条 

第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項

 

（
供
託
） 

第
九
十
二
条 

町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
八
十
六

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一

項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の

候
補
者
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
、

次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
面
の
国
債
証
書

（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ

り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

 

九 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
公
職
の
候
補
者
に
係
る
供
託
物
の
没
収
） 

第
九
十
三
条 
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項



  

二

の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
公
職
の
候
補
者
の
得
票
数
が
、
そ
の
選
挙
に

お
い
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
前
条
第
一
項

の
供
託
物
は
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選

出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
国
庫
に
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又

は
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
。 

   

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

地
方
公
共
団
体
の
議 

当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙
区
が
な 

 
 

会
の
議
員
の
選
挙 

 
 

い
と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
有
効
投 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

票
の
総
数
を
除
し
て
得
た
数
の
十
分
の
一 

 

四 

地
方
公
共
団
体
の
長 

有
効
投
票
の
総
数
の
十
分
の
一 

 
 

の
選
挙 

２ 
(

略)
 

  

（
自
動
車
、
船
舶
及
び
拡
声
機
の
使
用
） 

第
百
四
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
選
挙
運

動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
船
舶
及
び
拡
声
機
（
携
帯
用
の
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
公
職

の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参

の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
公
職
の
候
補
者
の
得
票
数
が
、
そ
の
選
挙
に

お
い
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
前
条
第
一
項

の
供
託
物
は
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選

出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
国
庫
に
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長

の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
に
、
市
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
当
該
市
に
、
町
村
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
町
村
に
、
帰
属

す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

都
道
府
県
又
は
市
の 

当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙
区
が
な 

 
 

議
会
の
議
員
の
選
挙 

 

い
と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
有
効
投 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

票
の
総
数
を
除
し
て
得
た
数
の
十
分
の
一 

 

四 

（
同
上
） 

 

２ 
(

略)
 

  

（
自
動
車
、
船
舶
及
び
拡
声
機
の
使
用
） 

第
百
四
十
一
条 

（
同
上
） 

    



 

三

議
院
名
簿
登
載
者
で
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的

に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
一
人
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
拡
声
機
に
つ
い
て
は
、
個
人
演
説
会
（
演
説
を
含

む
。
）
の
開
催
中
、
そ
の
会
場
に
お
い
て
別
に
一
そ
ろ
い
を
使
用
す
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、

公
職
の
候
補
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
額
の

範
囲
内
で
、
第
一
項
の
自
動
車
を
無
料
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
公
職
の
候
補
者
に
係
る
供
託
物
が
第
九
十
三
条
第

一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
国

庫
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
場
合
に
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
当

該
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
第
九
十
四
条
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
に
相
当
す
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
ま
で
に
あ

る
場
合
に
限
る
。 

８ 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

        

一
・
二 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

（
同
上
） 

          

８ 

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
は
、
市



  

四

団
体
は
、
前
項
の
規
定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の

第
一
項
の
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
文
書
図
画
の
頒
布
） 

第
百
四
十
二
条 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お

い
て
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
次
の
各
号
に
規
定

す
る
通
常
葉
書
及
び
ビ
ラ
の
ほ
か
は
、
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
ビ
ラ
に
つ
い
て
は
、
散
布
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

町
村
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
長
の
選
挙
の
場
合
に
は
、
候
補
者
一
人
に

つ
い
て
、
通
常
葉
書 

二
千
五
百
枚
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
た
二
種
類
以
内
の
ビ
ラ 
五
千
枚
、
議

会
の
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
、
通
常
葉
書 

八

百
枚
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け

出
た
二
種
類
以
内
の
ビ
ラ 

千
六
百
枚 

２
～
９ 

（
略
） 

10 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公

職
の
候
補
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
額
の
範

囲
内
で
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
通
常
葉
書
及
び
ビ
ラ
を
無
料

の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
項
の
規

定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の
第
一
項
の
自
動
車
の
使

用
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
文
書
図
画
の
頒
布
） 

第
百
四
十
二
条 

（
同
上
） 

    

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

町
村
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
長
の
選
挙
の
場
合
に
は
、
候
補
者
一
人
に

つ
い
て
、
通
常
葉
書 

二
千
五
百
枚
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
た
二
種
類
以
内
の
ビ
ラ 

五
千
枚
、
議

会
の
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
、
通
常
葉
書 

八

百
枚 

 
２
～
９ 

（
略
） 

10 

（
同
上
） 

  



 

五

で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
四
十
一
条
第

七
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

11 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

団
体
は
、
前
項
の
規
定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
ビ
ラ
の
作
成
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

12
・
13 

（
略
） 

  

（
文
書
図
画
の
掲
示
） 

第
百
四
十
三
条 

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ

て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
及
び
第
五
号
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
つ
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
）
の
ほ
か
は
、

掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

２
～
13 

（
略
） 

14 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、

公
職
の
候
補
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
額
の

範
囲
内
で
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
、
同
項
第

四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員

  

11 

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
は
、
市

の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
項
の
規

定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の
第
一
項
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
の
ビ
ラ
の
作
成
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

12
・
13 

（
略
） 

  

（
文
書
図
画
の
掲
示
） 

第
百
四
十
三
条 

（
同
上
） 

     

一
～
五 

（
略
） 

２
～
13 

（
略
） 

14 
（
同
上
） 

   



  

六

又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
五

号
の
ポ
ス
タ
ー
を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

15 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

団
体
は
、
前
項
の
規
定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の

第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
都
道
府
県
知
事
の

選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
、

無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

16
～
19 

（
略
） 

 

   

15 

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
は
、
市

の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
項
の
規

定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
準
じ

て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の
第
一
項
第
四
号
の

三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
場
合
に
限

る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

16
～
19 

（
略
） 

 

 
 

 


